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 ごあいさつ 
 

 こんにちは。このたび新庁舎建設を担当する部署として新たに設けられました、 

加美町役場新庁舎整備室です。今回は、これまでの経過と今後のスケジュールなどに

ついてお知らせいたします。ぜひ最後までお読みください。 

 

 これまでの経過 

加美町は、平成１５年４月に中新田町、小野田町、宮崎町の３町が合併してから、

令和６年度で２２年が経過しようとしています。 

町の新庁舎については、平成２２年５月、加美町役場の位置を定める条例につい

て、加美町字矢越とする改正案が可決され、矢越地区の庁舎予定地の用地買収のほ

か、農地転用や開発等の各種手続き、造成工事、建物の基本設計までが行われました。 

平成２３年の選挙において町長が交代し、庁舎の建設位置を条例とは別の位置と

する方針が示されたものの、位置条例の改正までには至らず、新庁舎の整備が進まな

い状況が続いてきました。 

合併特例債の期限が迫るなか、令和５年の選挙において町長が交代し、新庁舎の整

備を早急に進めること、その後、条例どおり庁舎の位置を矢越に、との方針が示され、

庁舎の整備事業があらためて進められることになりました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          矢越町有地                 新庁舎の位置（Google より） 
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 今後のスケジュールについて 
 

新庁舎の建設については、合併特例法で財政的な支援（合併特例債）が受けられる

期限である令和１０年度までに完了させることが財政面で有利なため、早急に進め

ていく必要があります。基本的な条件を整理するため、令和３年度から４年度にかけ

て、職員による「加美町新庁舎整備検討委員会」により、庁舎の規模や概算事業費、

今後のスケジュールなどについて再検証を行いました。 

令和６年度に基本設計、令和７年度に実施設計を行い、庁舎本体の建設工事を令和

８年度から令和９年度程度と予定し、令和１０年５月の開庁を目指します。 

 
 

 

 

 

 

 

 

新しい庁舎について 
 

新庁舎は、１箇所で用件を済ませられる利便性や、事務の効率化のため、現在は分

かれて配置されている福祉部門、議会、教育委員会、農業委員会などの機能を集中さ

せた庁舎を計画しています。 

よって、小野田支所、宮崎支所の機能を維持し

つつ、教育委員会、議会事務局、農業委員会事務

局を本庁舎に移転するとともに、別の建物とな

っている保健福祉課、こども家庭課のほか、地域

包括支援センター、上下水道課を統合した本庁

舎を想定し、検討を進めることとしました。 
                           現在の本庁舎 

 

今年度当初において予算が計上され、これから建物の基本設計業務を進めてまい

ります。町民の皆様からのご意見をいただきながら、将来にわたり愛される庁舎づく

りを目指して事業を進めてまいりたいと考えております。 

 

引き続き、皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 
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